
 

 

答 申 第 ● 号 

令 和 2 年 12 月 ● 日  

 

三 重 県 公 安 委 員 会  様  

 

三 重 県 公 文 書 等 管 理 審 査 会  

委 員 長   原  田  大  樹  

 

三 重 県 公 安 委 員 会 公 文 書 管 理 規 程（ 案 ）に つ い て（ 答 申 ）  

令 和 2 年 11 月 1 9 日 付 け 公 委 発 第 299 号 で 諮 問 の あ り ま し た こ の

こ と に つ い て は 、 下 記 の と お り お 答 え し ま す 。  

記  

三 重 県 公 安 委 員 会 公 文 書 管 理 規 程（ 案 ）（ 以 下「 規 程 案 」と い う 。）

に つ い て 、 次 の と お り 、 審 査 会 と し て 意 見 を 申 し 述 べ る と と も に 、

適 切 な 見 直 し を 検 討 さ れ る こ と を 求 め る 。  

①  規 程 案 第 2 5 条 は 、 警 察 庁 に お け る 行 政 文 書 の 取 扱 い に 関 す

る 訓 令 （ 平 成 23 年 警 察 庁 訓 令 第 7 号 ） 第 35 条 と 同 様 の 条 文 で

あ る が 、 同 訓 令 の 制 定 根 拠 で あ る 公 文 書 等 の 管 理 に 関 す る 法 律

（ 平 成 21 年 法 律 第 66 号 ） に は 、 条 例 第 7 条 の よ う に 、 正 当 な

理 由 の な い 場 合 の 公 文 書 の 書 換 え を 原 則 と し て 禁 止 す る 条 文

が な い こ と に 留 意 す る 必 要 が あ る 。  

す な わ ち 訓 令 案 第 25 条 は 、起 案 文 書 の 修 正 に つ い て「 決 裁 を

経 れ ば 書 換 え で き る 」 と 解 釈 さ れ る お そ れ が あ り 、 ま た 修 正 す

る 場 合 の 正 当 な 理 由 が ど う い っ た も の な の か 明 確 と な っ て い な

い た め 、条 例 や 公 文 書 管 理 規 程 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン（ 以 下「 ガ

イ ド ラ イ ン 」 と い う 。 ） の 規 定 の 趣 旨 に 適 う 内 容 と す べ き で あ

る 。  

②  規 程 案 第 50 条 第 1 項 は 、 秘 密 文 書 の 指 定 は 必 要 最 小 限 に と

ど め る 旨 を 定 め て い る が 、 こ れ を 制 度 的 に 担 保 す る た め の 措 置
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が 定 め ら れ て い な い 。  

  秘 密 文 書 の 管 理 は 、 限 ら れ た 職 員 の み 行 え る 例 外 的 な 取 扱 い

で あ る こ と か ら 、 規 程 案 第 4 9 条 の 指 定 権 者 が 恣 意 的 に 指 定 す

る こ と の な い よ う 、 事 後 的 チ ェ ッ ク そ の 他 制 度 的 に 担 保 す る た

め の 措 置 に つ い て 検 討 さ れ た い 。  

③  そ の 他 規 程 案 第 23 条 第 1 項 の 「 記 載 す る な ど す る も の と す

る 」 の 「 な ど 」 は 不 要 と 考 え ら れ る の で 、 申 し 添 え る 。  


